
- 1 - 

令和７年横審第１９号 

裁    決  

ヨットＡモーターボートＢ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官畑中充出席のうえ審理し、次

のとおり裁決する。 

 

             主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

受審人ｂを戒告する。 

 

             理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和５年８月１８日１３時３０分 

 神奈川県三崎港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 ヨットＡ        モーターボートＢ 
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  登 録 長 ８.９３メートル     ５.３８メートル  

  機関の種類 ディーゼル機関     電気点火機関 

   出   力 １４キロワット     ４４キロワット  

３ 事実の経過 

Ａは、最大搭載人員が１２人の船内機を装備したＦＲＰ製プレジャ

ーヨットで、メイン及びジブの各セイル、船体ほぼ中央にマスト、そ

の後方にキャビン、船尾甲板中央に操舵スタンド、同スタンド前方に

機関操縦レバー及びＧＰＳプロッターをそれぞれ備え、ａ受審人が１

人で乗り組み、救命胴衣を着用し、遊走の目的で、船首０.５メート

ル船尾１.５メートルセンターキール下端まで１.８メートルの喫水を

もって、令和５年８月１８日１１時１５分三崎港諸磯湾所在の係留地

を発し、同港港口付近で機関を停止して帆走により神奈川県三浦半島

西方沖合に向かった。 

ａ受審人は、１１時４５分前示沖合に到着して遊走を行った後、帰

航することとし、両方のセイルをそれぞれ左舷側に張り出した状態で、

ＧＰＳプロッターを作動させ、舵輪後方に立った姿勢で操船に当たり、

三崎港西方沖合を東行し、１３時２２分半僅か前諸磯埼灯台から  

３１０度（真方位、以下同じ。）１,４００メートルの地点で、針路

を１０９度に定め、５.５ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で

進行し、右舷前方約１,１７０メートルのところにＢを初めて目視で

認め、その後Ｂが漂泊して釣りを行っていることを確認した。 

ａ受審人は、１３時２７分半僅か前三崎港に入航したものの、セイ

ルを減じないまま続航し、係留地に向けることを考え、１３時２８分

半僅か前諸磯埼灯台から３５１度５７０メートルの地点に達したとき、

Ｂが右舷船首２１度１５０メートルのところとなり、自船がそのまま

の針路を保てばＢの左舷方を約５０メートル隔てて無難に航過する態
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勢であったが、Ｂまでまだ距離があるので右転すれば自船の左舷方に

問題なくＢを航過できるものと思い、継続して接近状況を確かめるな

ど、Ｂに対する動静監視を十分に行わなかったので、この状況に気付

かず、Ｂから近距離のところで１３０度に針路を転じて３.０ノット

の速力で進行し、Ｂに対して衝突の危険を生じさせた。 

こうして、ａ受審人は、１３時３０分僅か前Ｂを船首至近に認め、

右舵一杯としたものの、効なく、１３時３０分諸磯埼灯台から００３

度４８０メートルの地点において、Ａは、原針路及び原速力のまま、

その船首がＢの船尾に、後方から５度の角度で衝突した。 

当時、天候は晴れで風力３の南風が吹き、潮候は上げ潮の初期にあ

たり、視界は良好であった。 

また、Ｂは、船体中央やや船尾寄りに操縦区画を配し、船尾中央に

船外機を装備したＦＲＰ製モーターボートで、同区画右舷側に舵輪及

び機関操縦レバー、舵輪前方にＧＰＳプロッター兼魚群探知機をそれ

ぞれ備え、ｂ受審人が１人で乗り組み、知人１人を乗せ、いずれも救

命胴衣を着用し、釣りの目的で、船首０.１メートル船尾０.５メート

ルの喫水をもって、同日０８時００分三浦市所在のマリーナを発し、

三崎港小網代湾北西方沖合の釣り場に向かった。 

ｂ受審人は、０８時１５分前示釣り場に到着して釣りを行った後、

釣果を求めて移動を繰り返しながら釣りを行い、１３時１５分衝突地

点付近で、船首を南東方に向け、機関を中立運転として漂泊を始め、

立った姿勢で操縦区画後方の右舷側から釣り竿を出し、釣りを再開し

た。 

ｂ受審人は、１３時２８分半僅か前衝突地点で、船首が１３５度を

向いていたとき、右舷船尾５度１５０メートルのところにＡを視認す

ることができ、無難に航過する態勢であったＡが針路を転じ、衝突の
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危険を生じさせて接近する状況となったが、漂泊開始時には周囲に他

船を見掛けなかったことから、自船に接近する船舶はいないものと思

い、見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かなかった。 

こうして、ｂ受審人は、避航を促す音響信号を行わず、衝突を避け

るための措置をとらずに漂泊を続け、１３時３０分僅か前船尾至近に

Ａを認めたものの、どうすることもできず、Ｂは、船首が１３５度を

向いたまま、前示のとおり衝突した。 

衝突の結果、Ａは船首外板に修理を要しない擦過傷を、Ｂは船外機

に破損をそれぞれ生じたが、後に修理され、ｂ受審人が右手関節捻挫

を負った。 

 

 （航法の適用） 

 本件は、港則法が適用される三崎港において、帆走中のＡと漂泊中の

Ｂが衝突したもので、同法の適用について検討する。 

港則法第８条、同法第１０条及び同法施行規則第６条で、港内におい

て、他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所、船舶の停留を禁止

する場所及びみだりに停留してはならない場所での停留が制限される旨

規定されているが、Ｂが漂泊していた地点の周囲には十分な可航水域が

あり、Ａ及びＢ両船の大きさから、Ｂの漂泊がＡの航行の妨げになった

とは認められないことから、港則法第８条、同法第１０条及び同法施行

規則第６条の適用はない。 

また、港則法第１８条第１項において、汽艇等は、港内では汽艇等以

外の船舶の進路を避けなければならない旨規定されており、Ｂが同法第

３条第１項に規定される総トン数二十トン未満の汽船であり、当時、外

見で容易に識別できる状況であったことから、汽艇等に該当すると認め

られるが、港則法第１８条が港則法の目的とする港内における船舶交通
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の安全及び港内の整とんを図ることを達成するための手段としての規定

であって、Ｂが、港内を無秩序に航行したり、自らの安全を危険にさら

したり、Ａの運航を阻害した事実が認められないことから、本件に港則

法第１８条第１項を適用するのは相当ではない。 

その他、港則法には、本件に適用される航法規定がないので、本件は、

一般法である海上衝突予防法（以下「予防法」という。）が適用される

ことになる。 

事実の経過で示したとおり、両船は、互いに視野の内にある状況下、

無難に航過する態勢であったところ、１５０メートルの近距離のところ

で、帆走中のＡが、漂泊中のＢに向かって右転したことにより、衝突の

危険が生じたものであり、定型的航法を適用するための十分な時間的、

距離的余裕があったとは認められないこと及び予防法には、帆走中の船

舶と漂泊中の船舶との関係について個別に規定した条文がないことから、

本件は、予防法第３８条及び第３９条の船員の常務によって律するのが

相当である。 

 

（原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、三崎港において、帆走中のＡが、入航する際、動静監視

不十分で、漂泊中のＢから近距離のところで転針し、衝突の危険を生じ

させて進行したことによって発生したが、Ｂが、見張り不十分で、避航

を促す音響信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったこと

も一因をなすものである。 

 ａ受審人は、三崎港において、入航中、右舷前方にＢを認めた場合、

衝突のおそれの有無を判断できるよう、継続して接近状況を確かめるな

ど、Ｂに対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、

同人は、Ｂまでまだ距離があるので右転すれば自船の左舷方に問題なく
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Ｂを航過できるものと思い、Ｂから近距離のところで転針して衝突の危

険を生じさせて衝突を招き、Ａ及びＢ両船にそれぞれ損傷を生じさせ、

ｂ受審人を負傷させるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

ｂ受審人は、三崎港において、釣りを行いながら漂泊する場合、接近

する他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務

があった。しかるに、同人は、漂泊開始時には周囲に他船を見掛けなか

ったので、自船に接近する船舶はいないものと思い、見張りを十分に行

わなかった職務上の過失により、自船から近距離のところで針路を転じ、

衝突の危険を生じさせて接近するＡに気付かず、避航を促す音響信号を

行うことも、衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊を続けてＡ

との衝突を招き、Ａ及びＢ両船にそれぞれ損傷を生じさせ、自身が負傷

するに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和８年１月１５日 

     横浜地方海難審判所 

        審 判 長 審 判 官  髙  木  省  吾 

 

             審 判 官  米  倉     毅 
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             審 判 官  上  羽  直  樹 

 


